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（午前１０時００分 開議） 

議長（城之内一男君） 

 おはようございます。ただいまの出席議員は１２人です。 

 １２番、宮崎正吾君から病気療養のため本日から１４日まで欠席したい旨、届け

出がありました。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事に入る前に、昨日の質疑で答弁が保留された質問事項に答弁の申し出

がありますので、これを許します。 

 教育課長、多田克己君。 

教育課長（多田克己君） 

 それでは、昨日、統合小学校の校舎新築工事におきまして、高木議員よりどのぐ

らいの瓦れきの量が出たのかというような質問がございました。その内容につきま

して、ご報告を申し上げます。 

 重さにしまして３５トン、１４立米という形の撤去、運搬、処分という形となっ

ています。 

 以上、ご報告申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 答弁が終わりましたので、本日の議事に入ります。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、認定第１号、平成２９年度東庄町一般会計歳入歳出決算認定について

から、日程第８、認定第８号、平成２９年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計

決算認定についてまで、以上、８案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本決算について提出者から説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、ただいま一括議題となりました認定第１号から認定第８号まで、一般

会計他特別会計５件及び企業会計２件、合わせて８会計の平成２９年度決算につい
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て、その提案理由を申し上げます。 

 なお、地方自治法第２３３条第３項並びに地方公営企業法第３０条第４項の規定

に基づきまして、監査委員さんの意見を付してございます。よろしくご審議をいた

だきますよう、そしてまた認定くださいますよう、お願いを申し上げます。 

 最初に、認定第１号、平成２９年度一般会計の決算について申し上げます。 

 平成２９年度の一般会計当初予算は、歳入歳出それぞれ５２億３，０００万円で

したが、４億３，７９２万１，０００円の追加補正の結果、最終予算は５６億６，

７９２万１，０００円となり、前年度からの繰越事業費、繰越額８，８８０万６，

０００円を加算しますと、予算現額は歳入歳出それぞれ５７億５，６７２万７，０

００円となりました。平成２８年度の予算現額は、５２億１，８２６万２，０００

円でしたので、比較しますと５億３，８４６万５，０００円の増となっております。 

 続いて、歳入歳出の決算状況でございますけれども、歳入においては５５億３，

７１３万８，０００円が収入されており、前年度比１億８，４４３万２，０００円、

３．４％の増となっています。このうち町税などの一般財源は４３億４，２０９万

８，０００円、歳入に占める率は７８．４％、分担金及び負担金等の特定財源は１

１億９，５０４万円、歳入に占める率は２１．６％となっております。 

 一方、歳出では、５０億７，５９７万１，０００円が執行されておりまして、前

年度に比べ２億８６９万８，０００円、４．３％の増となっております。 

 歳入から歳出を差し引きました形式収支は４億６，１１６万７，０００円となり、

繰越明許費、翌年度へ繰り越すべき財源が１億１，７１３万１，０００円でしたの

で、実質収支は３億４，４０３万６，０００円となりました。 

 決算の増額の主な要因でございますが、統合小学校のための準備や給食センター

建設準備に関わる経費によるものとなっております。 

 それでは、歳入歳出それぞれ特筆されるものを申し上げます。 

 最初に歳入でございますが、町税全体の決算額は１４億６，７６４万円となって

おります。町税については１，９０９万５，０００円、１．３％の増となりました。 

 次に、地方譲与税ですが、決算額は７，４９２万２，０００円で、前年度と比較

しまして６２３万２，０００円の減となっております。 

 次に、利子割交付金から地方特例交付金までの７件の交付金でございますけれど

も、ゴルフ場利用税交付金と地方特例交付金が減となりましたが、他の５件は増加
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となりました。なお、交付金のうち利子割交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所

得割交付金、これらは国税を県が分配して町に交付する交付金でございますけれど

も、県の算定誤りによりまして、平成２８年度までの相殺もありましたので、平成

２８年度と平成２９年度の増加比率が大きくなっております。 

 次に、地方交付税でございますけれども、普通交付税、特別交付税、共に減額と

なり、結果、前年度と比べ６，６６４万円の減、１６億９，９５２万１，０００円

となっております。 

 続いて、国庫支出金でございますが、臨時福祉給付金や地方創生関係交付金の減

額によりまして、５，１７３万７，０００円の減、３億９，９９８万円の決算とな

りました。 

 次に、県支出金でございますけれども、観光案内駐車場トイレの整備事業補助金

や衆議院議員選挙事務委託金の増によりまして、２，３１６万１，０００円増の３

億５，９９４万２，０００円となりました。 

 次に、繰入金でございますが、財政調整基金の取り崩しなどによりまして、前年

度より１億３，０６４万６，０００円の増の１億６，１８０万５，０００円となり

ました。 

 次に、繰越金でございますが、前年度と比べて３，７０４万８，０００円減の４

億８，５４３万３，０００円の決算額となりました。 

 歳入の最後でございますが、町債は過疎対策事業債の新規発行がありまして、前

年度より１億４，５７０万円増の３億２，０１０万円となっております。 

 続きまして、歳出決算について、増減額の大きなものを申し上げます。 

 初めに総務費でございますが、情報セキュリティー強化対策工事などの終了によ

りまして、前年度比７，３２４万６，０００円減の６億２，０２４万４，０００円

の決算となっております。 

 次に、民生費でございますけれども、自立支援給付費や保育事業委託料の増加に

よりまして、前年度と比較し３，４９９万９，０００円増の１５億７５９万１，０

００円の決算となっております。 

 次に、衛生費でありますが、香取広域市町村圏事務組合の負担金であります、塵

芥処理費の増によりまして、前年度と比較して３，２７５万２，０００円増の６億

４，２３２万１，０００円となりました。 
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 次に、農林水産業費では、農業関係の補助金の増額、新規計上によりまして、前

年度と比べまして３，１４５万４，０００円増の２億２，７６０万４，０００円と

なっております。 

 次に、商工費でございますが、観光案内駐車場トイレ新築工事により、前年度比

２，９９２万５，０００円増の９，９７３万９，０００円となっております。 

 次に、土木費でございますが、橋梁補修工事費の減によりまして、前年度比４，

８７１万８，０００円減の４億３３１万６，０００円となっております。 

 次に、消防費でございますが、常備消防が減額となったことによりまして、前年

度比４１６万７，０００円減の２億６，１１０万５，０００円の決算となっており

ます。 

 次に、教育費では、統合小学校の開設準備、給食センター新築に関わる事前準備

によりまして、前年度と比較して１億２，５６０万９，０００円増の６億１，１２

６万５，０００円となっております。 

 次に、災害復旧費でございますけれども、台風２１号による、道路の破損の災害

復旧事業でございまして、一部繰り越しましたが、決算額は１，８２７万８，００

０円となっております。 

 次に、公債費でございますけれども、前年度比１，３４４万１，０００円増の４

億４，８４０万２，０００円となっております。 

 歳出の最後でございますが、諸支出金でございますけれども、財政調整基金の積

立はありませんでしたが、公共施設整備基金１億円、減債基金５，０００万円積立

てたことによりまして、前年度と比べ５，０２２万２，０００円増の１億５，４５

３万３，０００円となっております。 

 以上、一般会計の決算の主なものにつきまして申し上げました。 

 続きまして、認定第２号、平成２９年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算について申し上げます。 

 歳入総額は２４億３，９９１万９，０００円で、前年度より５，５９６万６，０

００円の減、一方、歳出総額は前年度より１億２７２万１，０００円減の２２億８，

６１１万２，０００円で、歳入歳出差引額は１億５，３８０万７，０００円であり

ました。 

 続きまして、認定第３号、平成２９年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出
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決算でございますが、歳入総額は１億４，７３２万１，０００円で、前年度より１，

０７２万５，０００円の増、一方、歳出総額は前年度より７３５万６，０００円増

の１億４，３７９万１，０００円で、歳入差引額は３５３万円でございました。 

 続きまして、認定第４号、東庄町食肉センター特別会計歳入歳出の決算について

申し上げます。 

 歳入につきましては、主に食肉センターの事業収入となりますが、前年度と比較

しますと処理頭数が２，６４７頭の増となりました。歳入合計では１，１１８万円

増の１億３，１２１万４，０００円となりました。 

 一方、歳出につきましては、事業費として９，８７８万１，０００円の支出の他、

積立金として２５３万７，０００円を財政調整基金として積立、また諸支出金とし

て１，０００万円を一般会計繰出金として支出しており、歳出合計では１億１，１

３１万８，０００円となり、前年度より８６９万６，０００円の増となっておりま

す。 

 従って、収支差し引きでは１，９８９万６，０００円を次年度へ繰り越すことが

出来ました。平成１９年度より指定管理者制度の導入によりまして、施設の管理運

営を食肉センター事業協同組合が実施をしておりますが、今後とも処理頭数の確保

に努め、食肉センターの経営安定に努力してまいりたいと考えております。 

 続きまして、認定第５号でございますが、訪問看護ステーション特別会計決算に

ついて申し上げます。 

 平成２９年度の訪問看護ステーションの歳入歳出の総額は２，７０７万４，００

０円、前年度比１５．５％の減となりました。 

 減額の主な要因は、会計年度、所得区分の変更による事業費収入及び前年度繰越

金の減によるものでございます。 

 一方、歳出決算の総額でございますけれども、２，１０５万４，０００円、前年

度比２．８％の増となりました。 

 以上、差し引きの収支でありますが、６０２万円の黒字となっております。 

 続きまして、認定第６号、介護保険特別会計決算について申し上げます。 

 平成２９年度は、第６期介護保険事業計画３ヶ年の最終年度でございました。高

齢化率が進んでおり、被保険者数、要介護認定者数、保険給付費は年々増加してお

ります。 
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 歳入決算の増額でございますけれども、１３億８，６２７万９，０００円、前年

度比３．０％の増となりました。 

 増額の主な要因でございますが、被保険者の増加により、保険料の増、保険給付

費の増加に伴う国・県支出金、支払基金交付金や一般会計からの再繰入金の増、前

年度繰越金の増によるものでございます。 

 一方、歳出決算の総額は１３億１，６７６万８，０００円、前年度比３．７％の

増となりました。 

 増額の主な要因は、全体の構成比で９０．４％を占める保険給付費が増となった

ことによるものでございます。 

 以上、差し引きの収支では６，９５１万８，０００円の黒字となりましたが、平

成３０年度に精算を行いますと実質的な余裕資金は４，８００万円程度となる見込

みでございます。 

 続きまして、認定第７号、水道事業会計について申し上げます。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づきまして、余剰金の処分について議

会の議決を求めると共に、同法第３０条第４項の規定に基づき、決算について議会

の認定に付するものでございます。 

 まず、決算につきましては、収益的収支で４億３，２８２万９，０００円、収益

的支出で３億５，６４２万７，０００円となり、収支差し引きでは７，６４０万２，

０００円の純利益となっております。 

 次に、資本的収支では、収入はゼロで、建設改良費、固定資産取得費、企業債償

還金２，４０６万８，０００円の支出となっております。この不足する額につきま

しては、当年度消費税及び地方消費税、資本的収支調整額１２３万４，０００円、

減債積立金７３０万５，０００円及び過年度分損益勘定留保資金１，５５２万９，

０００円で補填をしております。 

 なお、平成２９年度末におけます給水戸数でございますが、４，０５２戸、給水

人口は１万１，９６６人となっております。 

 また、当年度未処分利益剰余金、純利益でありますけれども、処分につきまして

は議会の議決を求めるものでございます。 

 続きまして、認定第８号、平成２９年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決

算認定について、提案理由を申し上げます。 
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 病院事業につきましては、内科医師４名の診療体制と併せて非常勤医師によりま

す整形外科、循環器内科の診療を実施しております。 

 また、介護療養型医療施設として、施設入所サービス、ショートステイ、居宅療

養管理の他、訪問リハビリ、通所リハビリを実施いたしました。 

 平成２９年度の経営状況でございますが、前年度に比べ、入院延べ患者数で５．

８％の減、外来延べ患者数では６．０％の減となっております。 

 決算の内容でございますが、収益的収支の収入が１０億１５８万４，０００円に

対し、支出が１０億６６８万５，０００円で、５１０万１，０００円の純損失とな

りました。 

 次に、資本的収支についてでございますが、収入が３，２７０万円に対しまして、

支出が９，２３３万４，０００円で、不足する５，９６３万４，０００円につきま

しては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度分損益勘定留保

資金をもって補填したところでございます。 

 以上で一般会計を初め、８会計の決算につきまして、認定をいただくにあたりま

して、提案理由を申し上げました。 

 なお、詳細につきましては、担当課長、事務長から説明をいたさせます。ご審議

の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、平成２９年度一般会計の決算について、その内容をご説明申し上げま

す。 

 説明につきましては、お手元に配付してございます決算参考資料に基づきまして

説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、１ページ目をお願いいたします。 

 一般会計の決算の状況でございますが、（１）決算規模は、歳入の総額が５５億

３，７１３万８，０００円、歳出の総額では５０億７，５９７万１，０００円とな

りまして、前年度と比較いたしますと歳入では１億８，４４３万２，０００円、３．

４％の増となり、歳出では２億８６９万８，０００円、４．３％の増となりました。 

 （２）決算収支の状況ですが、歳入決算額から歳出決算額を差し引きました形式
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収支では、アといたしまして、４億６，１１６万７，０００円となりました。この

うち平成３０年度への繰越事業の一般財源として、イの欄で１億１，７１３万１，

０００円がございますので、これを差し引きまして、ウの欄で３億４，４０３万６，

０００円が実質収支の額となっております。 

 この実質収支の額から平成２８年度の実質収支の額を差し引いたものが単年度収

支といたしまして、エの欄のマイナス９，１６２万円となります。 

 次のオ並びに一つ置いたキの欄は、財政調整基金の積立並びに取り崩しの決算額

でございまして、オの積立額は利子分でございまして４０万４，０００円、キの積

立金取り崩し額は１億４，０００万円となりました。 

 一つ戻りまして、カ、町債の繰り上げ償還額についてはございませんでした。 

 この結果、単年度収支の額、エに財政調整基金への積立金オの額を加え、財政調

整基金の取り崩し額キを引いた額が実質単年度収支クの欄でマイナス２億３，１２

１万６，０００円となりました。 

 それでは、歳入歳出の決算状況について申し上げます。なお、細部につきまして

は、この後、予算決算常任委員会へ付託される予定と聞いておりますので、私から

は主立ったものを申し上げますので、あらかじめご了承をいただきたいと存じます。 

 最初に、歳入決算について申し上げますので、第１表をお願いいたします。 

 歳入決算の総額５５億３，７１３万８，０００円のうち、町税を初めとする一般

財源の総額は４３億４，２０９万８，０００円で、歳入決算の７８．４％を占めて

おります。残りの２１．６％、国庫支出金及び県支出金や諸収入の一部を含みまし

て１１億９，５０４万円が特定財源となっております。 

 第１款・町税、その決算額は１４億６，７６４万円で、前年度より１，９０９万

５，０００円、１．３％の増となっております。固定資産税の増収により増額決算

となりました。 

 次の第２款・地方譲与税の決算額は７，４９２万２，０００円で、前年度比６２

３万２，０００円、７．７％の減となっております。これは地方揮発油譲与税の自

動車重量譲与税の減によるものでございます。 

 次の第３款・利子割交付金ですが、県の算定誤りの精算を平成２８年度から平成

２９年度１２月期まで行っていたため、１０１万２，０００円、全額の増額となっ

ております。 



－77－ 

 次に、第４款の配当割交付金及び第５款の株式等譲渡所得割交付金でございます

が、この二つの交付金につきましては、上場株式の配当及び譲渡益に対して課され

る税を原資に交付されるものでございます。配当割交付金は、対前年７６９万３，

０００円増の８２２万９，０００円、株式等譲渡所得割交付金は５１６万円増の９

６０万９，０００円となっております。利子割交付金と同様に県の算定誤りの関係

で増額となっております。 

 第６款・地方消費税交付金につきましては、前年度より４４０万９，０００円増

となり、２億１，６７９万２，０００円の決算となりました。 

 第７款は、ゴルフ場利用税交付金で、決算額は前年度と比べ１３２万４，０００

円減の１，１９７万１，０００円でありました。 

 第８款は、自動車取得税交付金でございまして、県税としての自動車取得税を原

資に市町村道の延長並びに面積で案分して交付され、その額は８２５万１，０００

円増の２，９８８万３，０００円の決算となりました。 

 第９款の地方特例交付金は、前年度比１４万円減の５２９万１，０００円となり

ます。 

 次に、歳入決算総額の３０．７％を占めております第１０款の地方交付税でござ

います。普通交付税で２，３８８万９，０００円の減、特別交付税で４，２７６万

４，０００円の減となり、総額で前年度を６，６６４万円減額の決算額で１６億９，

９５２万１，０００円の決算となりました。 

 普通交付税の減額の主な要因は、基準財政収入額、法人税割額の増収によるもの

でございます。 

 また、特別交付税の減額は、主に準過疎対策に係る数値の減額によるものでござ

います。 

 次に、１１款の交通安全対策特別交付金の決算は２６４万３，０００円、対前年

１万６，０００円の減となっております。 

 第１２款の分担金及び負担金は、対前年１７０万４，０００円減額の９，６４８

万８，０００円の決算となりました。主なものは保育所保育料負担金、学校給食費

負担金などとなっております。 

 次の１３款・使用料及び手数料は、前年度比４６万円減の２，３１８万９，００

０円の決算となっております。主なものは町道占用料、証明手数料などとなってお
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ります。 

 １４款は国庫支出金の決算でございますが、平成２８年度に行われた年金生活者

等支援臨時福祉給付金事業や地方創生関連事業交付金が終了したことにより、全体

では前年度５，１７３万７，０００円減の３億９，９８８万円の決算となっており

ます。 

 １５款・県支出金では、全体で２，３１６万１，０００円増額の３億５，９９４

万２，０００円の決算となりました。観光地魅力アップ整備事業補助金や飼料用米

等流通加速化事業補助金が新規で計上されたことによる増額となっております。 

 １６款・財産収入では、赤道の払い下げにより３７８万２，０００円増の６０２

万円の決算額となりました。 

 １７款の寄附金でございますが、全体で１００万７，０００円増の４５８万５，

０００円の決算となりました。ふるさと納税、教育への指定寄附金の増によるもの

でございます。 

 次に、１８款の繰入金では、１億３，０６４万６，０００円増の１億６，１８０

万５，０００円の決算となっております。財政調整基金の取り崩しの１億４，００

０万円が増額の要因となっております。 

 次に、１９款の繰越金につきましては、前年度より３，７０４万８，０００円減

の４億８，５４３万３，０００円の決算となりました。 

 ２０款・諸収入ですが、１８万３，０００円減の１億５，２１８万３，０００円

の決算となりました。 

 歳入決算の最後は２１款の町債でございます。臨時財政対策債は１億５，０００

万円発行しまして、これは前年同額となっております。また、新規の借り入れとい

たしまして過疎対策事業債を発行しております。ソフト分としまして４，８９０万

円、ハード分としまして１億２，１２０万円、合計１億７，０１０万円となってお

ります。なお、平成２９年度末の地方債現在高については後ほどご説明をさせてい

ただきます。 

 以上、歳入決算の総額は５５億３，７１３万８，０００円となりまして、前年度

と比べ１億８，４４３万２，０００円、３．４％の増額となりました。 

 続きまして、２ページ目をお願いいたします。 

 上の表でございますが、ただいま申し上げました歳入決算につきまして、左半分
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では一般財源と特定財源、そして右半分では自主財源と依存財源に分けてその状況

を表にしたものでございます。後ほどお目通しをいただきたいと思います。 

 それでは次に、歳出決算の説明に入らせていただきます。 

 第２条、平成２９年度の歳出決算の総額は５０億７，５９７万１，０００円とな

りまして、平成２８年度と比較いたしますと２億８６９万８，０００円、４．３％

の増となっております。 

 目的別歳出決算の状況は第２表のとおりでございますが、歳出決算総額に対して

構成比の高い順に見てみますと、民生費が１５億７５９万１，０００円、２９．７％

で最も高く、次に衛生費の６億４，２３２万１，０００円、１２．７％。３番目が

総務費で６億２，０２４万４，０００円、１２．２％。以下、教育費、公債費、土

木費の順となっております。 

 それでは順を追ってご説明を申し上げます。 

 最初に、第１款・議会費でございますが、１８３万６，０００円、２．２％減の

８，１５７万３，０００円の決算となりました。減額の要因は議員欠員による報酬

の減額によるものとなっております。 

 続いて、２款の総務費では、決算額６億２，０２４万４，０００円で、対前年比

では７，３２４万６，０００円、１０．６％の減となっております。減額の主なも

のは、平成２８年度に実施しました情報セキュリティー強化対策工事の終了などに

よる減となっております。 

 次は、３款の民生費ですが、前年度と比較しまして３，４９９万９，０００円、

２．４％増の１５億７５９万１，０００円の決算となっております。増額の主なも

のは、自立支援給付費、後期高齢者医療給付費負担金、保育事業委託料の増による

ものとなっております。 

 次に第４款の衛生費でございます。決算額６億４，２３２万１，０００円、前年

度より３，２７５万２，０００円、５．４％の増額となりました。主な増額の要因

は、塵芥処理に係ります香取広域市町村圏事務組合の負担金が増額になったことに

よるものでございます。 

 第５款・農林水産業費の決算額は２億２，７６０万４，０００円で、対前年３，

１４５万４，０００円、１６．０％の増になりました。増額の主な要因といたしま

して、地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金の増額などによるもので
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ございます。 

 続いて、第６款は商工費でございます。決算額といたしましては、前年度より２，

９９２万５，０００円、４２．９％増の９，９７３万９，０００円となっておりま

す。諏訪神社にあります観光案内駐車場トイレ新築工事が増額の要因となっており

ます。 

 続きまして、第７款の土木費でございますが、前年度比４，８７１万８，０００

円、１０．８％減の４億３３１万６，０００円となっております。町道排水整備工

事、橋梁補修工事などの減により減額決算となっております。 

 第８款は消防費でございまして、前年比４１６万７，０００円減の２億６，１１

０万５，０００円の決算となっております。香取広域市町村圏事務組合の負担金で

非常備消防分は増額となったものの、常備消防分が減額となったことによるもので

ございます。 

 次に、９款の教育費について申し上げます。歳出決算の総額は対前年比１億２，

５６０万９，０００円、２５．９％増の６億１，１２６万５，０００円の決算とな

りました。統合小学校開設に向けた準備、新給食センター建設に向けた事前準備が

増額の主な要因となっております。 

 次の１０款・災害復旧費でございますが、１，８２７万８，０００円の決算額と

なっております。台風２１号による被害の復旧となっております。 

 次に、第１１款・公債費について申し上げます。公債費の決算額は４億４，８４

０万２，０００円となり、前年度と比較いたしまして１，３４４万１，０００円の

増となっております。なお、起債の残高や償還額の状況については後ほどご説明申

し上げます。 

 歳出決算の最後は１２款の諸支出金でございます。平成２９年度は財政調整基金

への積立は行わず、公共施設整備基金への積立を１億円、減債基金への積立を５，

０００万円行いました。これらによりまして、５，０２２万２，０００円増の１億

５，４５３万３，０００円の決算となりました。 

 以上、一般会計の目的別歳出の状況についてご説明いたしました。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 歳出決算について、性質別の状況を示したものでございます。 

 それでは、消費的経費と投資的経費について、その決算額及び構成比を見てみま
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すと、消費的経費３２億２３万２，０００円で、構成比が６３．０％。投資的経費

では６億６，２６８万１，０００円、１３．１％の構成比となっております。 

 また、前年度と比較しますと、消費的経費の決算額では３，３２７万５，０００

円の増、投資的経費では１億１３９万６，０００円の増となっております。 

 それでは、性質別の歳出決算について、第３表で見てみたいと思います。 

 まず、消費的経費のうち人件費の決算は、平成２９年度８億４，５０６万１，０

００円、前年度と比べますと１，０９３万３，０００円、１．３％の増となりまし

た。職員数の増及び給与改定により全体の決算額が増額となりました。 

 消費的経費の２番目は物件費で、平成２９年度の決算額は５億６，８９３万７，

０００円、前年度と比べ２，８０３万４，０００円、率にしますと４．７％の減と

なっております。平成２８年度に行われました施設現況調査や公共施設等総合管理

計画策定業務などの委託事業が終了したことによる減額となっております。 

 ３番目は維持補修費で、決算額は１，７２５万７，０００円で、前年度と比べ２，

４７１万３，０００円の減となっております。平成２８年度に行われた児童館や役

場庁舎の修繕が終了したことにより減額となっております。 

 ４番目は扶助費でございまして、８億２，０２５万３，０００円の決算で、１，

８６５万９，０００円、２．３％の増となっております。保育事業委託料や自立支

援給付費が増加したことが増額の主な要因となっております。 

 消費的経費の最後は補助費等でございます。決算額は９億４，８７２万４，００

０円となり、前年度と比較しますと５，６４３万円、６．３％の増となっておりま

す。香取広域市町村圏事務組合に委託しております塵芥処理費の増が主な要因とな

っております。 

 人件費から、ただいま申し上げました補助費等まで、消費的経費の決算額は３２

億２３万２，０００円となりまして、歳出決算総額に対する構成比は６３．０％を

占めることになります。 

 次に、投資的経費のうちの普通建設事業でございますが、前年度決算より８，３

１３万３，０００円、１４．８％の増となり、６億４，４４０万３，０００円の決

算となりました。増額の主な要因は、統合小学校開設に向けた体育倉庫移設などの

準備、新給食センター建設に向けた用地購入などの事前準備、観光案内駐車場トイ

レ新築工事などが要因となっております。 
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 次の災害復旧事業につきましては、目的別歳出の災害復旧費でも申し上げました

内容と同様で、１，８２７万８，０００円の決算となっております。 

 続いて、公債費ですが、こちらも目的別歳出の公債費と同様で４億４，８４０万

２，０００円の決算となっております。 

 次に、投資及び出資金・貸付金でございます。決算額は６，８６３万６，０００

円となり、前年度決算に対して１１９万５，０００円、１．７％の減となっており

ます。 

 続きまして、積立金でございますが、目的別歳出の諸支出金と同様で、決算額は

１億５，４５３万３，０００円となりました。 

 性質別決算の最後は繰出金でございます。決算の額は５億４，１４８万７，００

０円となり、前年度決算額より１，１５５万９，０００円、２．２％の増となりま

した。これは後期高齢者医療給付費負担金への繰出金が増加していることによるも

のでございます。 

 以上、人件費から繰出金まで性質別歳出決算の内容を申し上げました。 

 次のページ、４ページから５ページにかけての円グラフは、今まで申し上げまし

た一般会計の決算についてグラフ化をしたものでございます。後ほどご参照いただ

ければと存じます。 

 それでは、５ページの下の方の財政構造についてご説明いたします。 

 地方公共団体の財政力を表す数値として用いられます財政力指数は、地方交付税

法の規定に基づきまして算出される基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値

の過去３ヶ年平均で表します。本町における平成２９年度の財政力指数は０．４７

１となりまして、平成２８年度の財政力指数０．４６７と比較すると０．００４ポ

イント増加をしております。 

 次に、財政構造の弾力性を表します経常収支比率でございますが、性質別経費の

経常経費充当一般財源を計上一般財源で除して得ます。この数値は８５．５％で、

前年度の８６．２％より０．７％改善しております。 

 また、この数値の計算式において、分母となる経常一般財源から臨時財政対策債

を除いた経常収支比率は８９．３％で、前年度より０．７％改善となっております。

経常収支比率は、短期的には上下動がございますが、長期的には低水準で推移して

いると認識をしております。 
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 とは言いましても、今後も更なる経常経費の節減、合理化を図り、経常収支比率

の抑制に努めなければならないと考えております。 

 次の６ページでは、過去５年間の一般会計歳入歳出決算について、その規模をグ

ラフにしてございます。後ほどお目通しをいただきたいと思います。 

 それでは、大変恐縮ですが、７７ページをお願いいたします。 

 この表は、平成２９年度末現在の町債の現在高を表にしたものでございます。 

 一般会計における町債の状況につきましては、借入先、事業ごとに２８年度末と

２９年度末の残高を次の７８ページにわたって記載してございます。 

 ７８ページの一番下の合計欄で見ていただきますと、平成２９年度末現在の残高

は、元金が３１億７，６６３万９，０００円、これに利子の残高１億１，３５９万

円を合わせますと合計３２億９，０２２万９，０００円となっております。平成２

８年度末の元利計の現在高と比べて１億３，７５５万７，０００円の減少となりま

した。 

 また、この額を単純に平成２９年度末を住民基本台帳人口１万４，２０６人で割

り返してみますと、一人当たり２２万４，０００円という数字になります。この数

値は、前年度一人当たり２２万８，０００円と比べ４，０００円減った計算になり

ます。 

 次の７９ページでは、水道事業会計並びに病院事業会計に係ります企業債の状況

を表にしたものでございます。 

 次に、その下の表で、債務負担及び損失補償の状況についてでございます。区分

欄に記載のように、全て債務負担でございまして、損失補償はございません。将来

にわたって支出が伴います債務負担の状況でございますが、国営大利根用水土地改

良事業負担金及び千葉電子調達システムサービス提供業務の２件が平成２９年度末

で１，４４９万４，０００円となっております。 

 それでは、大変恐縮でございますが、決算書本冊の方をお願いいたします。 

 決算書本冊の３４５ページをお願いいたします。 

 こちらの財産に関する調書について申し上げます。 

 １番として、公有財産でございまして、（１）土地及び建物（普通財産）と、次

のページの（２）土地及び建物（行政財産）について表にしてございます。 

 最初に（１）普通財産でございますが、土地につきましては、宅地の決算年度中
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増減高がマイナス６７１平方メートル、畑が５，５７０平方メートル、山林が１，

４２９平方メートル、原野がマイナス３万９，２９６平方メートル、雑地が３万６，

５１３平方メートルとなっております。これらの増減についてですが、畑の５，５

７０平方メートルにつきましては、中学校駐輪場用地の取得による増加となってお

りまして、その他の増減につきましては、地籍調査による修正となっております。 

 続いて、３４６ページをお願いいたします。 

 （２）行政財産の土地及び建物でございますが、年度中に公共用財産のその他の

施設の土地が４１９平方メートル増加になっております。これは竜神台にある公園

の地籍調査を行った結果による修正となっております。同じくその他の施設や建物、

木造の１１１平方メートルの増加でございますが、諏訪神社の観光案内駐車場トイ

レの新築に係る増加となっております。 

 また、公共用財産の学校の非木造のマイナス１平方メートルですが、これは笹川

小学校の体育倉庫の建て替えに係るものでございまして、１２９平方メートルを取

り壊し、新たに１２８平方メートルの倉庫を建設してございます。 

 続いて、３４７ページ、（３）出資による権利でございますが、こちらも増減は

なく、決算年度末現在高は１，１２４万円及び５株となっております。 

 続きまして、大きな２番、物品について申し上げます。 

 決算年度中の増減でございますが、自動車の所有台数が２台とパーソナルコンピ

ュータの所有台数が９０台減となっております。自動車につきましては、年度をま

たいでの買い替えがあったこと、パーソナルコンピュータにつきましては、更新の

際に買い替えからリースに切り替えたため大幅な減少となっております。 

 続きまして、３４８ページをお願いいたします。 

 大きな３番で、基金について申し上げます。 

 一般会計の財政調整基金は、１億３，９５９万６，０００円の減で、決算年度末

現在高は１３億６，５９６万２，０００円となっております。 

 次の減債基金ですが、５，０００万円積立を行い、決算年度末現在高は５，０１

２万９，０００円となっております。 

 次の公共施設整備基金ですが、こちらも新規で１億円、利子を３万円積立まして、

決算年度末現在高は１億３５８万９，０００円となっております。 

 次の地域福祉基金は、利子分の１万１，０００円の増で、決算年度末現在高は５，
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７２４万５，０００円となっております。 

 続きまして、町民バス購入基金につきましては、利子分３，０００円の増、決算

年度末で１，８７４万９，０００円となっております。 

 続いて、奨学基金では、指定寄附２００万円の積立を行い、奨学基金事業の交付

金として１５０万円の取り崩しを行いましたので、結果として５０万円の増となり、

決算年度末現在高は４７４万円となっております。 

 次に、土地開発基金につきましては、決算年度中の増減はございませんでした。 

 続きまして、３４９ページをお願いいたします。 

 東日本大震災復興基金ですが、７０６万６，０００円、全額を取り崩し、残高は

ゼロとなっております。 

 次のふるさと応援基金ですが、ご寄附をいただきました２１０万５，０００円を

新規に積立、決算年度末現在高１，３２８万１，０００円となっております。 

 なお、次の三つは特別会計でございますので、私からの説明は割愛させていただ

きまして、次の郵便切手類購入基金でございます。次のページになります。 

 この基金は、３０万円の定額運用基金でございますので、年度中において有価証

券としての郵便切手類と現金との間では移動がございますが、結果的には増減のな

い基金となっております。 

 次に、大きな４番目といたしまして、土地開発基金運用状況報告書でございます

が、決算年度中の増減はございませんでした。 

 最後のページ、３５０ページの表は、先程郵便切手類購入基金が３０万円の定額

運用基金であることを申し上げましたが、年間の運用状況を示したものでございま

すので、後ほどお目通しをいただければと存じます。 

 以上、一般会計の決算について申し上げましたが、詳細につきましては、予算決

算常任委員会におきまして説明があろうかと思いますので、私の方からは以上で終

わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 提案理由の説明の途中ですが、ここで暫時休憩とします。再開は午前１１時１０

分とします。 

（午前１０時５９分 休憩） 

（午前１１時１０分 再開） 
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議長（城之内一男君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 提案理由の説明を続けます。 

 町民課長、伊藤雅晃君。 

町民課長（伊藤雅晃君） 

 それでは、認定第２号、平成２９年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

について、ご説明を申し上げます。 

 決算参考資料の６２ページをご覧ください。 

 決算状況でございますが、中段、下段の表でご説明をさせていただきます。なお、

ページ上段の円グラフも併せてご覧ください。 

 歳入総額は２４億３，９９１万９，０００円で、対前年度比５，５９６万６，０

００円、２．２％の減額でございます。一方、歳出総額は２２億８，６１１万２，

０００円で、対前年度比１億２７２万１，０００円、４．３％の減額となりました。

歳入合計から歳出合計を差し引いた実質収支は１億５，３８０万７，０００円の歳

入超過でございます。 

 実質収支額につきましては決算書本冊の３４０ページでご覧いただくことが出来

ますので、後ほどご確認をお願いいたします。 

 それでは、歳入の主なものを申し上げます。 

 １款・国民健康保険税は、４億７，０８０万８，０００円で、歳入全体の１９．

３％を占め、対前年度比２，６５２万３，０００円、５．３％の減でございます。 

 ３款・国庫支出金は、４億８６８万２，０００円で、全体の１６.７％を占め、対

前年度比５，４７３万５，０００円、１１．８％の減でございます。 

 ５款・前期高齢者交付金は４億８，９４９万２，０００円で、全体の２０．１％

を占め、対前年度比５，７４５万３，０００円、１３．３％の増でございます。 

 ７款・共同事業交付金は４億２，４８３万９，０００円で、全体の１７．４％を

占め、対前年度比７，２８３万９，０００円、１４．６％の減でございます。 

 ９款・繰入金は、３億６，８６６万６，０００円で、全体の１５.１％を占め、対

前年度比１億４，１２４万２，０００円、６２．１％の増でございます。 

 続きまして、歳出の主なものを申し上げます。 

 ２款・保険給付費は、１０億９，２７５万４，０００円で、歳出全体の４７.８％
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を占め、対前年度比１億９，２５７万４，０００円、１５．０％の減でございます。 

 ３款・後期高齢者支援金等は、２億６，３４４万６，０００円で、全体の１１．

５％を占め、対前年度比３６４万９，０００円、１．４％の減でございます。 

 ６款・介護納付金は、１億６９５万６，０００円で、全体の４．７％を占め、対

前年度比３１６万２，０００円、２．９％の減でございます。 

 ７款・共同事業拠出金は４億６，９９７万９，０００円、全体の２０．６％を占

め、対前年度比２，４６３万６，０００円、５．０％の減でございます。 

 ８款・保健事業費は４，８２４万２，０００円で、全体の２．１％を占め、対前

年度比１８５万２，０００円、４．０％の増でございます。 

 最後に９款・基金積立金は２億４，０００万円で、全体の１０．５％を占め、対

前年度比１億１，４９６万５，０００円、９１．９％の増でございます。 

 次に、６３ページをご覧ください。 

 ６３ページから６６ページには年度ごとの決算推移、一人当たりの療養諸費や保

険税の推移、保険給付状況、被保険者の異動状況を掲載してございます。 

 続きまして、決算書本冊の３４９ページをご覧ください。 

 基金についてご説明いたします。２段目の左側、国民健康保険診療報酬支払準備

基金の表をご覧ください。安定的な医療費給付のため、国民健康保険診療報酬支払

準備基金でございましたが、制度改正に伴いまして、この基金を廃止し、代わりに

右側の表、国民健康保険財政調整基金を設置いたしました。そして、平成２９年度

に約２，０００万円を増額し、基金の年度末残高は２億４，０００万円となりまし

た。 

 国民健康保険特別会計の説明は以上でございます。 

 続きまして、認定第３号、平成２９年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算についてご説明申し上げます。 

 決算参考資料の６７ページをご覧ください。 

 決算の状況でございますが、歳入総額は１億４，７３２万１，０００円で、対前

年度比１，０７２万５，０００円、７.９％の増額となりました。 

 一方、歳出総額は１億４，３７９万１，０００円で、対前年度比７３５万６，０

００円、５．４％の増額でございます。 

 歳入合計から歳出合計を差し引いた実質収支は３５３万円の歳入超過でございま
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す。実質収支額については、決算書本冊の３４１ページでご覧いただくことが出来

ますので、後ほどご確認をお願いいたします。 

 それでは、歳入の主なものを申し上げます。 

 １款・後期高齢者医療保険料は１億４７６万４，０００円で、歳入全体の７１．

１％を占め、対前年度比１，０５７万３，０００円、１１．２％の増でございます。 

 ３款・繰入金は４，１３７万９，０００円で、全体の２８．１％を占め、対前年

度比１０万２，０００円、０．２％の増でございます。 

 １款と３款で歳入全体の９９．２％を占めております。 

 次に、歳出の主なものを申し上げます。 

 １款・総務費は１６１万２，０００円で、歳出全体の１．１％、対前年度比１５

万２，０００円、８．６％の減でございます。 

 ２款・後期高齢者医療広域連合納付金は、１億４，１７６万１，０００円で、歳

出全体の９８．６％を占め、対前年度比７３０万円、５．４％の増でございます。 

 １款と２款で歳出全体の９９．７％を占めております。 

 後期高齢者医療特別会計の決算説明は以上でございます。詳細につきましては、

予算決算常任委員会にて説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 それでは、認定第４号、東庄町食肉センター特別会計歳入歳出決算について内容

の説明を申し上げます。 

 参考資料の６８ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入歳出の決算の状況につきまして、ご説明をいたします。 

 歳入合計ですが、１億３，１２１万４，０００円となっておりまして、前年度と

比較しまして１，１１８万円、９．３％の増となりました。 

 １款の事業収入ですが、センターの各種使用料の合計は、１億１，３７５万円で、

前年度と比較しまして３１１万２，０００円の増となっております。 

 次に、２款・繰越金ですが、１，７４１万２，０００円で、前年度と比較しまし

て８１５万９，０００円の増となっております。 

 次に、３款・財産収入ですが、財政調整基金の積立利息で３万７，０００円とな
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っております。 

 次に、４款・諸収入ですが、歳計金の預金利息の１万５，０００円となっており

ます。 

 続きまして、歳出ですが、合計で１億１，３１１万８，０００円となり、前年度

と比較しまして８６９万６，０００円、８．５％の増となりました。 

 １款の事業費ですが、食肉センターの維持管理運営に関わる経費となります、指

定管理料及び消費税等で９，８７８万１，０００円、前年度と比較しまして１，３

１５万９，０００円の増となっております。 

 次に、２款・積立金ですが、２５３万７，０００円を食肉センター特別会計財政

調整基金として積立をいたしました。前年度と比較しまして、４４６万３，０００

円の減となっております。 

 次に、３款・諸支出金ですが、一般会計への繰出金で１，０００万円と、前年度

と同額となっております。 

 歳入合計の１億３，１２１万４，０００円から、歳出合計の１億１，１３１万８，

０００円を差し引きました１，９８９万６，０００円が翌年度への繰り越しとなり

ました。 

 次に、搬入及び処理頭数についてご説明をいたします。６９ページをお願いいた

します。 

 産地別搬入頭数につきましては、（２）の円グラフのとおりとなっておりまして、

搬入頭数９万８，０２４頭のうち東庄町６万８１頭、旭市２万８，３５５頭が主な

搬入市町となっております。 

 と畜処理頭数につきましては、９万８，０２４頭で、平成２８年度と比較して２，

６４７頭、２．８％の増となりました。食肉センターの稼働日数は２４９日で、一

日平均処理頭数は約３９４頭でした。 

 次に、財政調整基金について説明をいたします。お手数ですが、決算書の３４９

ページをお願いいたします。 

 上から３段目、右の表をご覧ください。食肉センター財政調整基金といたしまし

て、２９年度は２５３万７，０００円を積み立て、２億５，２８７万６，０００円

の残高となっております。 

 以上で食肉センター特別会計の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 
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議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 それでは、認定第５号、平成２９年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳入

歳出決算について、内容をご説明申し上げます。 

 初めに、冒頭町長が申し上げました提案理由の中にありました会計年度所属区分

の変更について申し上げます。 

 平成２８年度まではサービスの提供月である４月から３月ベースを会計年度とし

ておりましたが、平成２９年度より、国保連合会の審査月であるサービス提供月、

３月から２月ベースを会計年度とするものでございます。 

 なお、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計においては、既に国保連合会

の審査月ベースを会計年度としております。 

 それでは、内容についてご説明申し上げます。決算参考資料の７０ページをお願

いいたします。 

 最初に下段の（２）訪問看護利用状況でございます。平成２９年度の利用者数の

合計は２２１人、延べ件数１，４４８件でございます。平成２８年度と比較します

と、利用者数の合計で５０人、１８．５％の減、延べ件数では合計で１６１件、１

０％の減となりました。利用者数及び延べ件数の減少の要因は、先程申し上げまし

た会計年度所属区分を変更したことにより、平成２８年度までは１２ヶ月分を計上

しておりましたが、平成２９年度分は１１ヶ月分としたことによるものでございま

す。 

 続いて、決算の状況についてご説明をいたします。 

 初めに歳入から申し上げます。 

 １款・事業収入は、１，２３８万２，０００円、構成比は全体の４５.７％を占め

ており、前年度との比較では１７８万９，０００円、１２．６％の減となりました。 

 減額の主な要因は、会計年度所属区分を変更したことによるものでございます。 

 ２款・繰入金は３１８万９，０００円で、構成比は全体の１１．８％、前年度と

の比較では１４万８，０００円、４．４％の減となりました。繰入金につきまして

は、一般会計からの繰入金でございます。 

 ３款・繰越金は１，１４８万９，０００円、構成比は全体の４２．４％、前年度
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との比較では２９５万５，０００円、２０．５％の減となりました。これは前年度

からの繰越金でございます。 

 ４款・諸収入は１万４，０００円、構成比は全体の０．１％、前年度との比較で

は９，０００円、３９．１％の減となりました。これは預金利子及び講師謝金によ

る収入でございます。 

 以上、歳入合計では２，７０７万４，０００円、前年度との比較では４９０万１，

０００円、１５．３％の減となりました。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 歳出につきましては、１款・事業費のみで、２，１０５万４，０００円、前年度

との比較では５６万８，０００円、２．８％の増となりました。 

 事業費の内容ですが、職員３名分の人件費がほとんどで、その他パソコンシステ

ムの保守委託料及び使用料、携帯電話及びｉＰａｄの利用料、訪問用車両２台分の

燃料費及び維持費でございます。 

 以上の結果、歳入歳出差し引き６０２万円の黒字となりました。これにつきまし

ては、平成３０年度への繰り越しとなります。 

 以上で平成２９年度訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算の説明を終わら

せていただきます。 

 続きまして、認定第６号、平成２９年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算に

ついて、内容をご説明申し上げます。 

 参考資料の７１ページをお願いいたします。 

 平成２９年度は第６期介護保険事業計画３ヶ年の最終年度でございました。前年

度に比べて第１号被保険者数、認定者数、サービス受給者数が増え、介護給付費も

増加しております。 

 それでは、中段の表、歳入から申し上げます。 

 １款・保険料は２億８，８９４万７，０００円、構成比は全体の２０．８％を占

めており、前年度との比較では８７５万７，０００円、３．１％の増となりました。 

 増額の主な要因は、６５歳以上の第１号被保険者の増加によるものでございます。 

 ２款・使用料及び手数料２万３，０００円は、介護保険料未納者への督促手数料

で、前年度との比較では３，０００円、１５％の増となりました。 

 ３款・国庫支出金から５款・県支出金につきましては、介護保険法で定められた
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保険給付費、地域支援事業費に対するそれぞれの負担割合でございます。 

 ３款・国庫支出金は２億９，７９８万７，０００円、４款・支払基金交付金は３

億４，３３８万４，０００円、５款・県支出金は１億７，９１７万１，０００円で

ございます。 

 合計しますと８億２，０５４万２，０００円、構成比では全体の５９．２％を占

めており、前年度との比較では１，９３７万円、２．４％の増となっております。

この増額の主な要因は、保険給付費の増加に伴い、国・県・社会保険診療報酬支配

基金からの交付金が増額されたことによるものでございます。 

 ６款・財産収入１万６，０００円は、介護給付費準備基金を定期預金で１年間運

用したことによる利子分の収入でございます。 

 ７款・繰入金は２億８万２，０００円、構成比は１４．５％、前年度との比較で

は１，０６２万３，０００円、５．６％の増となりました。これは介護保険法で定

められた町の一般会計の介護給付費及び地域支援事業費に対する負担分等が１億６，

１９８万４，０００円、職員給与費等の繰入金が３，８０９万８，０００円でござ

います。 

 ８款・繰越金は７，５２７万３，０００円、構成比は５．４％、前年度との比較

では８０７万９，０００円、１２％の増となりました。これは前年度からの繰越金

でございます。 

 ９款・諸収入は１３９万６，０００円、構成比は０．１％、前年度との比較では

６１５万８，０００円、８１．５％の減となりました。減額の主な要因は、前年度

は交通事故による第三者行為損害賠償金として２名分が支払われていたものが１名

分となったことによるものでございます。 

 諸収入は第三者行為損害賠償金の他、歳計金預金利子や高額サービス費に係る返

納金、介護予防事業参加費などでございます。 

 以上、歳入合計では１３億８，６２７万９，０００円、前年度との比較では４，

０６４万６，０００円、３％の増となりました。 

 続いて、歳出について申し上げます。 

 １款・総務費は４，２２３万２，０００円、構成比は全体の３．２％、前年度と

の比較では６７０万５，０００円、１８．９％の増となりました。 

 増額の主な要因は、認定調査用自動車の購入費用及び第７期介護保険事業計画等
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策定費用の増によるものでございます。 

 主な内容としては、職員４名分の人件費、システム使用料及び介護認定審査会な

どに要する費用、また平成２９年度は３年に一度の介護保険事業計画の策定年度に

あたり、その策定費用等でございます。 

 ２款・保険給付費は１１億９，０３９万８，０００円、構成比は全体の９０．４％

と歳出の大部分を占めております。前年度との比較では、２，３４４万５，０００

円、２％の増となりました。 

 増額の主な要因は、介護認定者数の増加により、地域密着型介護サービス費及び

介護予防サービス費が増となったことによるものでございます。 

 主な内容としては、居宅介護サービス費、施設介護サービス費、介護予防サービ

ス費などの介護保険サービス利用に対する給付費用でございます。 

 なお、下段の表、（２）保険給付状況にサービス別の件数、給付金額を記載して

ございますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 ３款・地域支援事業費は４，３９０万１，０００円、構成比は３．３％、前年度

との比較では２，４４０万６，０００円、１２５．２％の大幅な増となりました。 

 増額の要因は、平成２９年度から介護予防・日常生活支援総合事業が開始された

ことにより、２款・保険給付費から支出していました要支援者のデイサービス及び

ヘルパーサービスの利用負担金等を３款・地域支援事業費から支出することになっ

たことによるものでございます。 

 その他の主な内容は、職員２名分の人件費、一般介護予防事業などに要する費用

でございます。地域支援事業は、要介護認定を受けていない方などへの一般介護予

防事業、総合相談、ケアマネジャー相互の情報交換や支援等の包括的支援事業及び

町独自の任意事業となります。 

 ４款・公債費については、一時借り入れを行っておりませんので、支出はござい

ません。 

 ５款・諸支出金は４，０２３万円、構成比は全体の３．１％、前年度との比較で

は８１５万５，０００円、１６．９％の減となりました。 

 減額の主な要因は、介護給付費準備基金積立金の減によるものでございます。 

 内容は、前年度の介護給付費などの清算による国庫支出金等の返還金、介護給付

費準備基金積立金などに要した費用でございます。 
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 以上、歳出合計は１３億１，６７６万１，０００円、前年度との比較では４，６

４０万１，０００円、３．７％の増となりました。 

 以上の結果、歳入歳出差し引き６，９５１万８，０００円の黒字となりました。 

 なお、国庫支出金等の清算を平成３０年度に行うわけですが、清算後においての

余裕資金は４，８００万円程度になる見込みでございます。 

 続きまして、介護保険給付準備基金の状況についてご報告をいたします。 

 決算書本冊の３４９ページをお願いいたします。 

 ３段目、左側に記載しております介護保険給付準備基金につきましては、平成２

９年度中に１，０００万円と定期預金運用利子１万６，０００円を合わせました１，

００１万６，０００円を積立ており、年度末残高は１億２，０４４万１，０００円

となっております。 

 以上で平成２９年度介護保険特別会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 それでは、認定第７号、平成２９年度東庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定についてご説明を申し上げます。 

 最初に決算につきまして、参考資料の７２ページをお願いいたします。 

 決算状況の（１）収益的収入及び支出でございますが、収益的収入は４億３，２

８２万９，０００円で、前年度との比較では７２８万９，０００円の増額となって

おります。収入のうち営業収益が３億２，７６４万４，０００円で、内訳は水道料

金であります給水収益が３億１，９１８万３，０００円で、収入全体に占める割合

が７３．７％、それと給水申込金・他会計負担金他が８４６万１，０００円で２．

０％となっております。 

 営業外収益では、１億５１８万５，０００円で、内訳は一般会計からの高料金対

策に対する補助金が５，０００万円で１１.６％、千葉県からの補助金が４，４１４

万６，０００円で１０．２％、長期前受金戻入他が１，１０３万９，０００円で２．

５％となっております。 

 次に、収益的支出は３億５，６４２万７，０００円で、前年度との比較では３６
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５万６，０００円の増額となっております。支出のうち営業費用が３億５，３９９

万６，０００円で、内訳は東総広域水道企業団からの受水費が２億３，４９６万１，

０００円で、支出全体に占める割合が６５．９％、減価償却費が５，５２１万２，

０００円で１５．５％、人件費が２，７４９万７，０００円で７．７％、動力費・

委託料他が３，６３２万６，０００円で１０．２％となっております。営業外費用

他は企業債の支払利息等で、２４３万１，０００円で、０．７％となっております。 

 次に、（２）資本的収入及び支出ですが、収入はございません。支出は総額２，

４０６万８，０００円で、内訳は、建設改良費が１，１６４万６，０００円、固定

資産取得費が５１１万７，０００円、企業債償還金が７３０万５，０００円となっ

ております。 

 建設改良費につきましては、新堀配水場低区配水池詳細設計業務他で、固定資産

取得費につきましては、仕切弁の設置工事によるものでございます。 

 収支の不足額２，４０６万８，０００円は、当年度消費税及び地方消費税資本的

収支調整額１２３万４，０００円、減債積立金７３０万５，０００円及び過年度分

損益勘定留保資金１，５５２万９，０００円で補填しております。 

 次に、経営状況の（１）決算の推移ですが、平成２５年度から２９年度までの５

年間の収益的収支につきまして、下記の表のとおりでございます。 

 平成２９年度の収支では、７，６４０万２，０００円の純利益となっております。 

 次に７３ページをお願いします。 

 （２）業務量でございますが、平成２９年度、年度末給水人口は１万１，９６６

人で、前年度と比較しまして１２６人の減、普及率は８４．２％で０．２ポイント

の増となっております。年度末給水戸数は４，０５２戸で７戸の増、年間給水量で

は１４８万５，６０４立方メートルで、３万２，０２４立方メートルの増、年間有

収水量は１４４万３，００５立方メートルで２万２，８５７立方メートルの増とな

っており、有収率につきましては、９７．１％で、前年度の比較では０．６ポイン

トの減となっております。 

 続きまして、剰余金（純利益）の処分につきまして、お手数ですが、決算書の３

０２ページをお願いいたします。 

 平成２９年度東庄町水道事業剰余金処分計算書（案）でございます。 

 右の欄をご覧ください。未処理分利益剰余金の当年度末残高は、８，３７０万７
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４７９円で、これを議会の議決による処分とし、剰余金や資本金へ組み入れるもの

でございます。 

 まず、建設改良積立金に当年度純利益分の７，６４０万２，１４６円を積立て、

将来の水道施設更新工事に充てるものでございます。 

 次に、組入資本金に組み入れる額７３０万５，３３３円は、平成２９年度企業債

償還元金分等で、これを資本金に組み入れるものでございます。これらの処分内容

について、議会の議決をお願いするものでございます。 

 以上で、水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 病院事務長、寺嶋利和君。 

病院事務長（寺嶋利和君） 

 それでは、認定第８号、平成２９年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算

について、内容をご説明申し上げます。 

 決算参考資料の７４ページをご覧ください。 

 平成２９年度の収益的収支の決算の状況でございますが、収入総額１０億１５８

万４，０００円、支出総額１０億６６８万５，０００円で、５１０万１，０００円

の純損失となっております。 

 病院事業収入についてですが、上の円グラフの内側、医業収益が８億８，４７４

万６，０００円、収入総額に対する構成比は８８．３％、医業外収益が１億１，６

８３万８，０００円、構成比１１.７％であります。医業収益の内訳でございますが、

円グラフの外側、入院収益が１億７，７０９万８，０００円、収入総額に対する構

成比は１７．７％、外来収益が４億４，０８３万２，０００円、構成比４４.０％、

室料差額、人間ドック、各種検診などのその他医業収益が８，２５７万４，０００

円、構成比８．２％、介護保険事業収益が１億８，４２４万２，０００円、構成比

１８．４％であります。 

 次に、医業外収益の内訳でございますが、一般会計からの繰入金などの負担金交

付金が７，３５１万４，０００円、構成比７．４％、長期前受金戻入額、患者外給

食収益などのその他医業外収益が４，３３２万４，０００円、構成比４．３％であ

ります。 
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 続いて、病院事業支出についてでございますが、下の円グラフの内側、医業費用

が９億５，２８５万５，０００円、支出総額に対する構成比９４．７％、医業外費

用が５，３８３万円、構成比５．３％であります。 

 医業費用の内訳でございますが、円グラフの外側、給与費が４億７，４２２万６，

０００円、支出総額に対する構成比は４７．１％、材料費が２億６，０８７万１，

０００円、構成比２５．９％、経費が１億５，３２３万円、構成比１５.２％、減価

償却費、資産減耗費などのその他６，４５２万８，０００円、構成比６．５％であ

ります。 

 次に、医業外費用５，３８３万円の主なものは、企業債利子１，９６６万７，０

００円、仕入れに係る消費税関係雑支出３，１１６万９，０００円で、構成比５．

３％であります。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 資本的収支の決算の状況でございますが、収入合計３，２７０万円、支出合計９，

２３３万４，０００円で、収支不足額５，９６３万４，０００円は、当年度分消費

税及び地方消費税、資本的収支調整額３１万２，０００円と過年度分損益勘定留保

資金５，９３２万２，０００円で補填をいたしました。収入は企業債元金償還分等

の一般会計並びに国保会計からの繰り入れによる出資金で３，２７０万円でありま

す。 

 支出の内訳につきましては、建設改良費２，９１６万４，０００円と、企業債償

還金６，３１７万円であります。建設改良費の主なものは、電子内視鏡システムの

購入と一般病棟ナースコール設備を更新いたしました。 

 次に、収益的収支の決算の推移でありますが、平成２５年度から平成２９年度ま

での５年間を記載してございます。 

 平成２９年度の収入は、１０億１５８万４，０００円、支出は１０億６６８万５，

０００円で、平成２９年度の純損失は５１０万１，０００円となりました。 

 次に、入院外来延べ患者数の推移でございますが、平成２５年度から平成２９年

度までの５年間を記載してございます。 

 平成２９年度、入院延べ患者数は１万８，４０２人、外来延べ患者数は２万７，

５８３人となりました。 

 また、一日当たり患者数では、入院が５０．４人、外来が１０２．９人となりま
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す。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 平成２９年度末病院事業債現在高でございますが、合計で元金が６億９，７４１

万８１９円、利子が９，２９８万６，７８２円、合計で７億９，０３９万７，６０

１円となっております。 

 以上で説明を終わります。なお、決算の詳細につきましては、予算決算常任委員

会で説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

議長（城之内一男君） 

 説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩とします。再開は午後１時からとします。 

（午前１１時５２分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

議長（城之内一男君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本決算について、提出者からの説明が終わりましたので、ここで監査委員の代表

から審査報告の説明を行います。 

 監査委員、平山茂君 

監査委員（平山 茂君） 

 それでは、議案書８９ページをお願いします。 

 平成２９年度東庄町一般会計・特別会計歳入歳出決算審査及び基金運用状況審査

について申し上げます。 

 意見を申し上げる前に、議員の皆様におかれましては、既に意見書についてはお

目通しのことと思います。ところどころ、はしょって申し上げたいと、そういうふ

うに思いますので、ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 ９０ページをお願いします。 

 それでは、まず一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書から報告したいと思

います。 

 まず、審査の対象は、（１）平成２９年度東庄町一般会計歳入歳出決算から（６）

平成２９年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算までの６会計であります。 

 審査の期間は平成３０年７月２５日及び８月６日となっております。 
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 審査の経過、これにつきましては以下のとおりであります。お目通しをいただき

たいと思います。 

 次に、審査の結果を申し上げます。 

 審査に付された各会計の歳入歳出決算書は関係法令に則り作成され、計数は関係

諸帳簿等照合の結果正確であり、予算の執行については概ね所期の目的に沿ってな

されており、内容も正当なものと認定をいたしました。 

 また、財産に関する調書は、財産状況・異動状況についての計数も正確であると

認められました。 

 次に、決算の概要でありますが、次のページの９１ページに実質収支のここ３年

間の実績を提示しておりますので、参考にしていただきたいと思います。その内容

のとおり、平成２９年度における一般会計と各特別会計の決算総額単純合計は歳入

で９６億６，８９４万５，０００円、歳出におきましては８９億５，５００万７，

０００円となっています。歳入歳出差引額は７億１，３９３万８，０００円であり、

翌年度へ繰り越すべき財源１億１，７１３万１，０００円を考慮しますと、実質収

支額は５億９，６８０万７，０００円となっております。全会計規模はほぼ平年並

みのものとなり、今後も財政運営の健全化に向け努力をしていただきたい。 

 次のページ、９２ページをお願いします。 

 次に、総括的評価でありますが、まず普通会計・一般会計において、財政力指数

ですが、これは皆さんご存じのとおり財政力を評価するための一つの指標でありま

す。平成２９年度におきましては、０．４７１となりまして、前年度の指数０．４

６７に対して０．００４ポイント増となりました。しかしながら、平成１９年度の

指数０．５３３のピーク時にはまだまだ及ばず、今後とも財政基盤強化の取り組み

に努められたいと考えます。 

 次に、経常収支比率ですが、これは財政構造の弾力を評価するために用いられる

指標であります。この比率は通常７０から８０％の間にあり、８０％を超えると財

政が硬直化しているものと判断されるところであります。本町においては、過去３

年間の比率は、平成２９年度８９．３％、２８年度は９０．０％、２７年度は８５．

７％と推移をしております。計数的には対前年度比の０．７ポイントの減となって

います。平成２９年度決算においては若干の改善が見られ、予算執行における継続

的な経費抑制に努め、今後とも一層の経常収支比率の改善に努力をされたい。 
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 次に、財源内訳及び性質別歳出の状況であります。歳入における財源内訳は自主

財源が４３．３％、依存財源が５６．７％であり、今後とも依存財源である地方交

付税及び国・県補助金の削減が予測される財政運営の中、歳出において消費的経費、

投資的経費の適正な割合を維持することが肝要であると考える。 

 次に、町税の滞納及び不納欠損でありますが、ここは特に滞納整理についてであ

りますが、一番下の行、滞納整理を税関係職員全員で取り組み、あるいは滞納者の

財産調査や、９３ページをお願いします、差し押さえを積極的に執行するなど、徴

収率は９０％台の高いレベルを保っており、滞納に対する職員の高い意識で立ち向

かう徴収努力は評価するものであります。しかしながら、徴収率は健全な財政運営

のためにも、その根幹をなすものであるため、町民の納税意識の高揚を図り、徴収

率の向上に努めることを望むものであります。 

 次に、特別会計であります。 

 まず、国民健康保険特別会計ですが、不納欠損は１，２８８万５，０００円、収

入未済額は１億３，７１０万９，０００円、収入未済額は多少なりに減少傾向が続

いており、不納欠損額についても減少となった。また、国保税全体の徴収率は平成

２９年度は７５．９％となり、徴収率は多少改善されたものの、滞納額も対前年度

比で減少しています。まだまだ低水準であり、憂慮すべき事態であることに変わり

はないと考える。このような状況が続きますと善良な納税者の納税意欲を欠くばか

りか、目的税の持つ役割とその制度そのものの存続を揺るがしかねないものであり

ます。今後とも悪質な滞納者に対しては資格証制度の適用を強化するなど、積極的

に滞納額の減少に努められたい。 

 次に、介護保険特別会計ですが、これについては、今後も介護保険制度の円滑な

運用を図られるよう要望するところであります。 

 次に、歳計現金及び基金ですが、まず財政調整基金でありますが、平成５ヶ年の

財政調整基金の推移は次のとおりであります。お目通しをお願いします。平成２５

年度から１億円ずつ積立していますが、これらのことは経費の削減と効率的な行政

運営により余剰を蓄えた成果として評価をしたい。なお、平成２９年度に関しては、

積立額が減少していますが、これは減債基金及び公共施設整備基金に振り分けられ

たものであり、これから老朽化していく公共設備の整備が不可欠となることは必須

であると考え、的確な判断と評価したい。今後も現況に即した積立額の堅持と振り
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分けに努められたい。 

 次に、国民健康保険診療報酬支払準備基金ですが、ここでは特に、下の方ですが、

医療費は今後とも増大することが見込まれると共に、緊急事態に対応するためにも

基金の更なる充実を図られたい。  

 最後ですが、総括的意見を申し上げます。ここには特に、上から７行目までお目

通しいただいて、８行目からですね、財政指標では、財政力指数は多少上昇傾向に

あり、他の指標の中には個々の変動率の相違はあるものの改善されているものもあ

ります。しかしながら、近年順調に推移している本町の財政状況が町民に真に理解

されているか懸念される部分もある。職員も努力しているところであるが、再度要

望として、更にわかりやすい形での町民の広報に引き続き努めていただきたい。  

 財政運営においては、税及び地方交付税等の財源の確保が厳しい状況が見込まれ

るところであります。また一方、少子高齢化社会の進行に伴う保険・医療・福祉施

設に要する経費の増加は避けられない状況であり、更には消防・清掃事業等、広域

行政に関わる負担金の増大も考慮されなければならない。今後とも、事務事業の重

点化の検討と、更なる歳入の増収、歳出の縮減に取り組み、町民満足度の高い町制

運営となることを強く望むものであります。 

 ９５ページをお願いします。 

 続きまして、平成２９年度東庄町水道事業会計及び東庄町国民健康保険東庄病院

事業会計決算審査について申し上げます。 

 ９６ページをお願いします。 

 審査の対象は、平成２９年度東庄町水道事業会計決算及び平成２９年度東庄町国

民健康保険東庄病院事業会計決算の２事業会計であります。審査の期間は平成３０

年７月２５日、審査の経過ですが、お目通しをお願いします。 

 審査の結果は、審査に付された各会計の決算書は、関係法令に則り作成され、計

数は関係諸帳簿等照合の結果正確であり、予算の執行については、概ね所期の目的

に沿ってなされており、内容も正当なものと認定した。 

 次に、決算の概要でありますが、これにつきましては、さきの決算説明と重複を

してしまいますので、両会計ともお目通しいただくことで割愛させていただきたい

と思います。 

 ９７ページをお願いします。 
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 総括的意見を申し上げます。まず、東庄町水道事業会計ですが、ここでは特に下

から８行目、しかしながらというところから、給水単価は２３９．６７円、供給単

価２２１．１９円となり、依然として給水単価が供給単価を上回っており、給水に

かかる費用が水道料金による収入以外の他の収益で補われていることに変わりはな

い。水道事業の本旨である飲料水の安定供給を図ることはもとより、災害時におけ

る給水体制及び設備の充実も期待されるところであり、なお一層の経営の努力に取

り組み、損失が生じないよう、健全経営を目指していただきたい。 

 また、継続的に純利益が生じることが見込まれる事業運営の中、老朽設備の更新

はもとより、今後、各設備の耐用年数経過に伴い、多額の費用を必要とする更新事

業も必然的に発生することが見込まれます。このような状況下、町民から理解を得

られるよう、設備の管理を強化し、中長期的な経営計画を引き続き策定されること

を強く要望するものであります。 

 最後に、東庄町国民健康保険東庄病院事業会計であります。 

 平成２９年度決算におきましては、病床利用率では年間平均で６３．０％となり、

健全経営の指標の一つである７０％台を維持することが出来ませんでした。今後は

その時々の医療環境に当院の体制をいち早く適応させ、医療・介護保険適用病床数

の利用率の向上に努力されたい。経営状況につきましては、病院事業収益が前年度

比９．５％減で、病院事業費用は前年度比１１．８％減額となっています。平成２

９年度には電子内視鏡システム及び一般病棟ナースコール設備等の更新がされ、高

度医療の要求に応えると共に、地域住民の健康増進につながるものであり、更なる

充実を図られたい。 

 また、近辺に新規老人施設の新設と総合病院の建て替えにより、患者数の減が病

院経営に多大な影響を及ぼしているところと考えるが、医師、スタッフが意識改革

を図り、総力を挙げ、医療体制の充実と患者サービスの向上に努められたい。 

 今後とも、旭中央病院との連携を軸に地域の中核医療・療養施設としての役割を

果たすべく、医師等の確保に万全を期すと共に、地域住民に対し安全で安心な医療

が提供されることを望むものであります。 

 以上であります。 

議長（城之内一男君） 

 説明が終わりました。 
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 ただいま議題となっております認定第１号から認定第８号までについて、会議規

則第３８条第１項の規定により、お手元の付託表のとおり所管の常任委員会に審査

の付託をしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、認定第１号から認定第８号までについては所管の常任委員会に付託の上、

審査することに決定しました。 

 日程第９、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 委員会審査等のため、９月６日から１３日までの８日間を休会としたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、９月６日から１３日までの８日間を休会とすることに決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 ９月１４日の会議は、議事の都合により午後２時３０分に繰り下げて開くことに

します。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（午後 １時１９分 散会） 

 

 


